
別紙 

開示請求制度は、本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するものであり、

通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられる。しかし、開示が必ずしも

本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場合には不開示とすることが

できる。 

例えば、カルテの開示の場合、インフォームドコンセントの考え方から相当程度の病状

等を開示することが考えられる場合がある一方で、患者の精神状態、病状の進行状態等か

ら、開示が病状等の悪化をもたらすことが予見される場合もあり得る。 

また、児童虐待の場合のように、虐待の告発等の児童本人に関する情報を親が法定代理

人として開示請求する場合も想定される。このような場合において、本人に関する保有個

人情報であることを理由として一律に行政機関の長等に開示義務を課すことは合理性を欠

くこととなる。 

本号が適用される局面は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合で

あり、その運用に当たっては、具体的ケースに即して慎重に判断する。 

 


